
令和６（2024）年７月認定

松山市教育委員会

松山市
文化財保存活用
地域計画

松山らしさの結晶である文化財を
知り、守り、活かして伝えることで、松山の未来を紡ぐ



■古来より育まれてきた松山らしさを象徴する文化財 ■本計画における文化財の定義
　松山市は、瀬戸内の温暖な気候に恵まれ、洋上の忽那諸島から高縄山塊の裾野に広がる北条平野、重信

川と石手川によって形成された松山平野に広がります。この豊かな自然環境や瀬戸内海の東西交通路の要

衝に位置する地理的環境のもと、先史から現代まで魅力あふれる歴史文化を育んできたまちであり、多く

の文化財が残っています。

　本計画では、暮らしの積み重ねの中で、松山市民に大切にされてきたものを「文化財」として捉えます。

そのため、文化財保護法や県や市の条例で規定される文化財以外にも、「地域に伝わる史話･伝承」や「人

物にまつわる業績や逸話」を文化財として保存･活用の対象とします。

■松山市内の文化財

（令和６年３月現在）

［歴史文化を育んだ松山の地形］

［松山市に残る文化財］

■社会変化や自然災害等による文化財喪失の危機
　松山市では、文化財保護法や愛媛県文化財保護条例、松山市文化財保護条例に基づき、所有者や地域

住民等と協力しながら文化財の保護を推進してきましたが、少子高齢化や人口減少が進むことに加え、

震災や豪雨など自然災害に見舞われることによる文化財の滅失が危惧されています。また、文化財の滅

失は、文化財を取り巻く松山市の歴史的、文化的、社会的な環境の喪失にもつながります。

■本計画作成の目的
本計画は、次の取組により松山市の歴史文化と文化財を後世に継承することを目的としています。

・歴史文化と文化財が持つ価値と魅力を市民で再発見･共有する

・総合的な文化財の保存･活用の方針を示す

・保存・活用のためのアクションプランを市民総ぐるみで実行する

■本計画の位置づけ
　本計画は、愛媛県文化財保存活用大綱を勘案するとともに、本市の最上位計画である第６次松山市総

合計画と第４次まつやま教育プラン２１との整合性を図りながら作成しました。

■計画期間
　令和６(2024) 年度から令和 15(2033) 年度までの 10 年間

 松山市の文化財を取り巻く環境 松山市内の文化財

本計画作成の目的・位置づけ・期間

国指定文化財

うち国宝３件
39 件 74 件 162 件 36 件 4,135 件

国登録文化財 未指定文化財県指定文化財 市指定文化財

▲石手寺二王門（国宝） ▲葉佐池古墳（国指定史跡） ▲絹本著色弘法大師像
　（県指定有形文化財）

▲坊っちゃん列車
  （県指定有形文化財）

▲伊予源之丞
　（県指定無形民俗文化財）

▲伊予絣（未指定文化財）

▲四十島 ( ターナー島 )
　（国登録記念物）

▲北条鯛めし（未指定文化財）
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［３つの歴史文化の特性と 10 のストーリー］

 計画作成に際し行った市民ア

ンケート調査やワークショッ

プ、松山市文化財保存活用地

域計画協議会での意見を基に

整理すると、松山市の歴史文

化は、「１０のストーリー」で

語ることができ、それらは「３

つの歴史文化の特性」にまと

めることができます。

松山市の歴史文化の特性

古代から貫かれる文学の伝統と革新
熟田津を詠んだ額田王をはじめ、古来より様々な人々
が松山の明媚な風景を歌に詠みました。また、室町
時代には河野氏が連歌を盛んに巻き、江戸時代には
小林一茶が栗田樗堂を訪ね交流を深め、松山藩は文
学を振興し、藩校明教館を設け教育に力を入れ、文
教豊かな土壌を培いました。このような伝統は、明
治以降、俳句や短歌、文章の
革新を目指した正岡
子 規 を 生 み 出 し、
その伝統と革新は
今も引き継がれて
います。

発祥の地に生きる四国遍路
松山は、四国遍路発祥の地です。札所のある市町村
で最も多い８か寺が所在し、貴重な文化財が多数残っ
ています。また、『四国遍礼名所図会』で賞賛される
45 番札所岩屋寺から三坂峠を越えた松山平野の眺望
や、三坂峠から坂本地区までの遍路道は江戸時代の
面影を今も色濃く残しているほか、数多くの遍路道
標や常夜灯が各地に残されています。こうした遍路
道の景観は今も大切
にされ、遍路への「お
接待」の心が松山人
の気質に深く根付い
ています。

海と風と島々、中世河野氏と忽那氏の世界
平安時代末期以降、風早地域では河野氏が、忽那諸
島では忽那氏が海上勢力として頭角を現しました。
河野氏は、水軍を率いて源平合戦や元寇で功績を上
げ松山平野を支配し、「湯築城」を築きました。忽那
氏は、忽那諸島を開発し、室町時代には南朝方の懐
良親王を守り九州に送り届けるなど大いに活躍しま
した。

「石手寺二王門」や「太山
寺 本 堂」、「忽 那 家 文 書」
などから窺える彼らの活
躍や生き様は、今も松山
のまちに息づいています。

松山城と近世松山藩の伝統文化
松山藩は、慶長 5（1600）年に加藤嘉明が味酒山に
松山城を築き、城下町を造ったことに始まります。
松山藩で推進された社寺の整備や藩校明教館の設立、
能楽や俳諧の振興などの文教施策は、現代に繋がる
松山の歴史文化の礎を形成しました。松山城跡には、
現在も天守をはじめとする建造物や石垣や土塁、堀
などが残され、松山のシン
ボルになっています。また、
古町や御幸の寺町、土器堀
の跡地である東雲公園など
は、城下町の様相を今に伝
えています。

生活に根差した祭り・祈り・食・娯楽
古代から続く人々の営みは、松山の風土に育まれ、
祭礼や信仰、食文化、娯楽など独自の生活文化を形
成してきました。祭礼行事では「鹿島の櫂練り」、「興
居島の船踊り」をはじめ、各地方に特色ある行事が
残っています。また、信仰では写し霊場である風早
八十八か所霊場や島四国、食文化では「北条鯛めし」、

「三津浜焼き」など、芸能では「伊予万歳」、「伊予源
之 丞」な ど が、
今も人々に受け
継がれ親しまれ
ています。

「坂の上の雲」の舞台・近代松山の発展
明治維新後、松山は鉄道などのインフラ整備や建造
物の近代化が急速に進みました。高浜港や三津浜港
が整備され、鉄道の開通に合わせ鉄道橋や駅舎が建
設されたほか、「釣島灯台」や「道後温泉本館神の湯
本館」、「萬翠荘」といった洋式建築や近代和風建築
が次々と建築され、小説『坂の上の雲』
の舞台でもある松山の歴史空間を彩りま
した。また、江戸時代後期に鍵谷カナ
が作り出した伊予絣は、近
代的な大量生産により売
上高を増大させ、松山の
経済をリードしました。

神話の時代から人々を魅了する道後温泉
道後温泉は日本最古の温泉の一つで、古代から皇族
や歴史上の人物が訪れました。中世には河野氏によ
り、湯築城と道後温泉、石手寺が政治経済文化の中
心地として発展しました。江戸時代には松平藩政下
で改修や建替えが度々行われ、明
治時代には道後湯之町町長伊佐
庭如矢のもとで現在も残る建
物の整備が行われるなど、
時々の権力者の庇護を受
けて発展し続け、現在も
多くの人々を魅了してい
ます。

大和との交流と影響で育まれた松山の黎明
縄文時代終わり頃、大渕遺跡に稲作が伝播し、弥生時
代の文京遺跡では西日本各地の土器が出土するなど、
松山は先史時代から広範な交流が行われていました。
古墳時代前期の朝日谷二号墳からは、大和との交流の
中で手に入れた豪華な副葬品が出土したほか、葉佐池
古墳では、日本書紀に記されたモガリの習俗が実証さ
れました。久米官衙遺跡群は、
舒明天皇と斉明天皇の仮宮と
推定されており、大和との交
流や影響を如実に表していま
す。松山の黎明期は大和との
交流によって形作られました。

瀬戸内海の往来が生んだくらしと文化
瀬戸内海は重要な交通路で、中世には河野氏や忽那氏
が支配し、「鹿島の櫂練り」や三津の渡しなど海辺の
文化財の源流が多数生まれました。近世には加藤嘉明
が三津浜を整備し松山藩の外港として発展させ、古三
津の「虎舞」は当時の三津の歴史文化を伝えています。
明治以降では、野忽那島や睦月島で海路を活かした行
商が盛んとなったほか、三津浜や高浜が主要な港とし
て発展し、今も三津浜に残る近代の建造
物群は、その繁栄を伝えています。
このように、松山の歴史文化と
発展は瀬戸内海の往来と共にあ
りました。

松山は氷河期には本州や朝鮮半島と陸続きでしたが、
地殻変動により現在の姿が形作られました。腰折山に
は、朝鮮半島と陸続きだった頃に分布したといわれる

「イヨスミレ」や「エヒメアヤメ」が今も自生し、太古
の姿を伝えています。西には国立公園に指定されてい
る瀬戸内海と点在する島々、東には高縄山塊と石鎚山
系の山々に抱かれた肥沃な平野部が広がります。こう
した地球の躍動の中で生まれ
た松山の美しく豊かな自然環
境は、各ストーリーが生まれ
た舞台となっており、松山市
の歴史文化を象徴しています。

松山でくらす人々の舞台となる自然

まちに息づき、今も愛される ことば、いのり、くらしの文化１ 松山の礎を築いた先人たちの想いとくらし２

古くから、人々に選ばれ、人々が集まり、くらしが生まれた　 穏やかな海、豊かな平野、湧き出る湯３
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• 遺跡や埋蔵文化財の調査が不十分である
• 指定登録に向けた調査が不十分である
• 地域ごとの文化財の調査状況に偏りがある

• 法や条例に基づく文化財の適切な保護と管理の継続が必要
• 防災･防犯対策が十分でない
• 文化財の適切な評価、評価をふまえた計画の策定･推進

が一部の文化財でしか行えていない
• 文化財の所有者への支援が不足している
• 民間所有の文化財の保存･修理の状況が把握できていない

• 計画的な保存修理が行えていない
• 災害対策のための設備が不十分である
• 民間所有文化財の保存修理・防災設備整備が不十分である
• 文化財の価値を伝えるための看板、設備整備が不十分である

• 展示機能のより一層の充実・継続した管理運営が必要である
• 市内の文化財全般を取り扱う施設がない

• 文化財の保存･活用に携わる担い手が減少している
• 担い手の育成が不十分である
• 保存･活用のための活動資金や財源が不足している

• 担い手の活動の拠点となる場所や保存･活用の活動を発表･報
告できる場が不足している

• 文化財所有者と文化財の保存･活用に関わる団体や人、市民
との情報共有が不十分である

• 庁内連携、庁外連携が不十分である
• 学芸員など専門職員が不足している

• 市民が気軽に歴史や文化に触れられる機会がない
• 市民への文化財に関する情報提供が不十分である
• 市民に文化財調査の最新の情報が伝えられていない

• 市民に向けた文化財の活用を行えていない
• 地域住民や子どもたちが自分の住む地域の歴史や文化につい

て、知り、学ぶことができる機会が不足している

• 文化財の持つ価値を十分に理解した上での活用ができていない
• 松山の歴史や文化を醸し出す街並みが十分に保存、整備できていない
• 文化財を活かしたまちづくりによる地域活性化が図れていない

多様な主体と連携して、
                      文化財の調査を計画的に実施する

文化財の保存･活用の拠点となる
        博物館施設の機能の充実と新設の検討を行う

（21,松山城建造物の保存修理　22,民間所有指定文化財の保存修理･防災設備整備等）

（23,久米官衙遺跡群の遺構保全　24,城山公園（堀之内地区）の整備　25,道後公園（史跡湯築城跡）の整備
Ⅱ 文化財の保存･活用に向けた整備の実施

Ⅰ 保存修理や防災施設整備等の計画的な実施

Ⅰ 遺跡や埋蔵文化財等の調査

Ⅱ 文化財指定･登録等に向けた調査

Ⅲ 地域が主体となった文化財の把握調査

（1,市内遺跡の発掘調査　2,城山公園（堀之内地区）の発掘調査　3,久米官衙遺跡群の遺構保全　4,大学構内の発掘調査）

（5,四国遍路の世界遺産登録に向けた詳細調査　6,四国遍路に関する歴史資料調査　7,建造物の詳細調査）　　　　

（8,地域主体による文化財の把握調査の取りまとめ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ 文化財の適切な保護と管理

Ⅱ 文化財の防災・防犯対策

Ⅲ 文化財の適切な評価と計画の策定･推進

Ⅳ 文化財所有者を支える仕組みの検討

（9,文化財保護法･文化財保護条例に基づく事務　10,指定文化財の保護管理　11,埋蔵文化財の管理）

（12,防災･防犯対策の実施　13,非常時の対応マニュアルの作成　14,文化財防災に関する公開講座や保全活動）

（15,史跡松山城跡樹木管理計画の推進　16,良好な景観形成の推進　17,四国遍路世界遺産登録推進協議会　18,文化財保護審議会の開催）

（19,文化財所有者を支える仕組みづくり　20,民間所有の文化財の現状把握の仕組みづくり）

方向性 課題

将来像

方針 措置

方向性２
文
化
財
の
保
存･

活
用
の

体
制
の
構
築
と
強
化

方向性３

文
化
財
を
地
域
で
活
か
す
た
め
の

普
及
啓
発

文
化
財
の
保
存
︑
伝
承
に
対
す
る
取
組
の
充
実

方向性１

文化財をき損･滅失から守るための
                                         体制や仕組みを充実する

文化財を松山市の資産として適切に活用し、
                                       地域活性化につなげる

方
針
３

Ⅰ 文化財に関する施設の適切な管理と運営の充実

Ⅱ 保存･活用の拠点となる施設のあり方の検討

（26,埋蔵文化財センター･考古館の管理運営　27,中島歴史民俗資料館 懐古館の管理運営　28,北条ふるさと館の管理運営
　29,坂の上の雲ミュージアムの管理運営　30,子規記念博物館の管理運営　31,愛媛大学ミュージアムでの展示）

（32,保存･活用の拠点となる施設のあり方の検討）

Ⅰ 文化財の保存･活用に携わる団体への支援
（33,文化や文化芸術に関する団体の支援　34,地域の宝みがきのサポート　35,保存団体･研究団体の運営補助　36,文化財保存顕彰事業の補助）

Ⅰ 市民や団体活動の拠点となる場所づくり

Ⅱ 市民や団体がつながる仕組みづくり
（37,既存施設の活用推進）

（38,文化財の保存･活用を行う団体･個人向けの情報プラットフォームの設置）

Ⅰ 推進体制の構築
（39,文化財保存活用地域計画協議会の設置　40,文化財専門職員の確保と育成）

Ⅰ 魅力を伝えるためのイベントの実施

Ⅱ 魅力を伝えるための情報の発信

（41,ことばのちからイベント事業「俳句甲子園」　42,風早八十八ヶ所巡りのスタンプ帳配布とアプリ運営　43,俳句ポストの設置と運営
　44,『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくり事業）

（45,「瀬戸内･松山 里島めぐり」ウェブサイトの運営　46,松山城の集客促進　47,デジタル･アーカイブの推進　48,文化財情報の集積と発信の検討　
　49,良好な景観形成の推進（再掲）　50,四国遍路の世界遺産登録に向けた詳細成果の発信）

Ⅰ 文化財の社会教育での活用

Ⅱ 文化財の学校教育での活用

（51,地域のイベントへの支援　52,島しょ部の歴史文化や文化財の継承のための支援　53,地域を知るための地域主体のまちあるきイベントの支援
　54,北条地区のイベント開催支援　55,まつやまスマイル（笑顔）ウォーキングマップの配布　56,文化財めぐりの実施　57,「掩体壕」の利活用
　58,「エヒメアヤメ」･「イヨスミレ」の保存育成･啓発案内　59,地域の歴史文化を学ぶための講座実施の支援　60,郷土料理講習会の開催
　61,フィールドミュージアムアカデミー久谷カレッジ事業の推進　62,一草庵の公開活用　63,県指定史跡庚申庵の活用　
　64,釣島灯台旧官舎の管理運営　65,葉佐池古墳公園の公開活用　66,体験型観光･学習のためのプラットフォームの構築）

（67,高校生プレゼンツ中島文化財サイクリングツアーの開催　68,松山市指定文化財「掩体壕」の学校教育での活用
　69,「愚陀佛庵」を活用した教育プログラムの実施　70,大学構内遺跡の教育と研究への活用　71,ふるさと松山学を活用した学校教育の実施
　72,体験型観光･学習のためのプラットフォームの構築（再掲））

Ⅰ 文化財を活かしたまちづくりによる地域活性化
（73,松山城の活用　74,道後温泉本館の活用　75,愚陀佛庵のあり方についての検討　76,みんなで育む美しい街並みと賑わい創出事業
　77,松山市文化創造支援協議会の開催　78,体験型観光･学習のためのプラットフォームの構築（再掲）  79,愚陀佛庵の整備と公開活用）

文化財の適切な保存修理･保存整備を実施する

文化財の保存･活用に関わる市民や団体の
                    人材確保･育成に対する支援体制を構築する

方
針
１

文化財の保存･活用に関わる
                    市民や団体の活動をサポートする

方
針
２

文化財の価値や魅力を発信し、共有する方
針
１

社会教育や学校教育を通して
             市民が文化財に触れる機会を創出する

方
針
２

行政内部と関係機関による
                      保存･活用の推進体制を構築する

方
針
３

松山らしさの結晶である文化財を知り、守り、活かして伝えることで、松山の未来を紡ぐ松山らしさの結晶である文化財を知り、守り、活かして伝えることで、松山の未来を紡ぐ

方
針
４

方
針
３

方
針
２

方
針
１

本計画で目指す将来像とその達成のための方向性・課題・方針・措置の一覧表

5 6



　松山市に残る歴史文化と文化財同士のつながりをより分かりやすく伝えることで、市民を巻き込みながら文化財の保存・活用に係る措置を推進していくため、「松山市の歴史文化の特性」で整理したストーリーをもとに、「関連

文化財群」と「文化財保存活用区域」を４つ設定しました。概要版ではこれらのうち２つを紹介します。

文化財の保存･活用を進めるための関連文化財群と文化財保存活用区域

■文化財保存活用区域「松山城周辺」
　松山藩政期には、近代･現代につながる松山の歴史文化の礎が形成されました。松山城周辺には、松山藩政期に人々が育み、残した文化財をはじめ、多くの文化財が集積しています。また、景観計画においても、２つの景

観形成重点地区が位置づけられ、市民ひとりひとりが「お城下」に親しみ、愛着・誇りを感じるための景観形成が進められています。

　そこで、関係課との連携を図りながら、松山城下の文化財の保存と活用を更に推進するため、文化財保存活用区域を設定しました。

ー課題ー
■松山の歴史文化を象徴する良好な景観を維持する必要がある

■市民を巻き込む取組や情報発信が十分でない　　　　　等

ー方針ー
①景観計画と連動した文化財を取り巻く環境の維持

②市民をはじめとした多様な主体との連携による市民を巻き込んだ文化財の保存･活用

ー主な措置ー

城山公園の堀之内地区の一部（松山城三之丸

跡・西之丸跡）を対象とした史跡整備を行う。

指定管理者と連携して季節ごとに松山城のイベン
トを実施し、イベントに合わせて、天守の夜間営
業や野原櫓・乾櫓等の重要文化財の特別公開を行う。

No.24 城山公園 ( 堀之内地区 ) の整備 No.73 松山城の活用

区域内の主な文化財

▲松山城・松山城跡
　（重要文化財・国指定史跡）

▲忽那家文書（重要文化財） ▲庚申庵（県指定史跡） ▲愛媛県庁本館（国登録有形文化財）
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■文化財保存活用区域「道後温泉周辺」
　道後温泉は日本最古の温泉の一つで、数々の皇族の来訪譚が残されています。また、中世には河野氏により近接して湯築城が築かれ保護管理されたほか、近世以降も歴代松山藩主により度々建物等が整備されており、その時々

において権力者の庇護を受けながら多くの人々の入浴の用に供され、愛されてきました。このように、古代から松山を代表する要所である道後温泉とその周辺には多くの文化財が集積しています。また、景観計画においても、

景観形成重点地区が位置づけられ、景観形成が進められています。

　そこで、関係課との連携を図りながら、道後温泉周辺の文化財の保存・活用を更に推進するため、文化財保存活用区域を設定しました。

ー課題ー
■道後温泉や湯築城をはじめとする多くの文化財が集積する地区にふさわしい風格ある街並み

　が求められる

■関連する文化財とのつながりを生かした情報発信や仕掛けづくりが十分に行えていない

ー方針ー
①景観計画と連動した文化財を取り巻く環境の維持

②道後温泉本館周辺にある文化財とのつながりを生かした情報発信

ー主な措置ー
No.25 道後公園 ( 史跡湯築城跡 ) の整備 No.74　道後温泉本館の活用

「道後公園（史跡湯築城跡）整備基本計画」

に基づき、史跡の適切な保存管理や有効活用

に必要な公園整備等を行う。

道後温泉本館と原泉、関連施設の運営と維持

管理を行う。また、道後温泉地域の活性化と

誘客を目的としたイベントを実施する。

区域内の主な文化財

▲伊佐爾波神社（重要文化財） ▲松平定行の霊廟（県指定史跡） ▲子規画「玩具帖」
　( 市指定有形文化財 )

▲石手寺制札（市指定有形文化財）
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■本計画の推進体制

■本計画の進捗管理の方法

　本計画に基づき、松山市教育委員会事務局文化財課と庁内関係部局を中心に、文化庁や愛媛県の支援・

助言を受けながら、市民・事業者等、文化財所有者、周辺の自治体、団体（大学・関係機関）と連携・

協力して市内の文化財の保存・活用を進めます。

　計画期間の中間年（５年間）で松山市文化財保存活用地域計画協議会での見直しを行い、必要に応じ

て事業計画を改訂します。

　見直しを受けて、次の変更を行う場合は、文化庁長官による変更の認定を申請します。

　［文化庁長官による認定が必要な変更］

　　• 計画期間の変更

　　• 市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

　　• 地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更

松山市文化財保存活用地域計画 概要版

編集・発行：松山市教育委員会

問　合　先：文化財課

　　　　　　（住所） 〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目 6-1 松山市役所第４別館

　　　　　　（電話）089-948-6603

本計画の推進体制・進捗管理の方法

計画書本編はこちらから


